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新型コロナウィルス感染症については、国内での初感染から３年以上が経過し、国内

外に多大な影響を及ぼしたが、政府は５月のゴールデンウィーク明けから、「２類相当」

から「５類」へ移行する方針を決定した。この移行により様々な行動制限が緩和され、

社会経済活動が活発になれば、低迷した日本経済の回復が期待されるものとみられる。 

一方で、我が食肉加工業界の経営環境は、同感染症の影響下において、食肉加工品の

需要が完全に回復しておらず、食肉加工品の生産数量はここ数年、微減傾向で推移して

いる。 

また、新型コロナやロシアのウクライナ侵攻などにより、原料食肉等の原産地価格や電

気、重油等のエネルギーコストの高騰、その他の諸資材価格、人手不足による人件費や物

流費の上昇、そして近年はSDGsの推進に係る新たなコストが加わるとともに、歴史的な円

安がこれに拍車をかけ、企業努力のみではコスト上昇分の全ては吸収しきれず、昨年は当

業界においても、春先と秋に製品への価格転嫁を実施したが、更なる価格改定が必要な非常

に厳しい状況におかれている。 

国際面では、ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定により、この４月から協約国からの食肉調

製品に分類されるソーセージ類、シーズンドポークの関税が撤廃され、国際関係も新たなステージ

となっており、原料食肉の輸入関税が軽減していく一方、外国製品との競争の激化が予想される。 

また、当業界をめぐっては、食品表示法の改正により、昨年４月からは加工食品の原料原産地

表示が義務化されたが、今後、グローバル化に向けた食品表示の見直しの検討を開始することが

消費者庁から発表され、この行方を注視する必要がある。また、食品衛生法の改正に伴い、一昨

年６月からＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務化され、全ての食品等事業者が対象となるため、当

業界においてもこれらへの対応が必要となっている。 

このように厳しい状況下ではあるが、当業界は、いかなる状況においても食肉及び食肉

製品の安全性の確保を最優先に掲げ、品質の向上を図り、的確に表示することが重要であ

り、このことにより消費者の信頼を得るとともに、消費者に対する選択の機会を広げ、食

肉及び食肉製品の消費を底上げする必要がある。 

日本食肉加工協会はこれらを踏まえ、令和５年度において、食肉及び食肉製品等の安全

性の向上と高品質化、表示の適正化とその理解を醸成することを重要課題とし、必要に応

じて関係団体とも連携、協力して事業を実施することとする。 

 

１ 安全性の確保に関する事業 

  １）ＨＡＣＣＰシステムに基づく衛生管理講習会の開催 

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の義務化を踏まえて、ＨＡＣＣＰシステムに基づく

衛生管理についての理解醸成を図るための講習会を、一般社団法人食肉科学技術研

究所（以下「食肉科研」という。）と協力して開催し、食肉製品製造工場におけるＨ

ＡＣＣＰシステムの適正な管理・運営を推進する。 

また、小規模事業者向けに作成した手引書「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛

生管理」に沿った衛生管理を推進する。 

  ２）食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づく認定事業 



食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法（ＨＡＣＣＰ手法支援法）に

基づく食肉製品製造業の指定認定機関として、食肉製品製造工場の審査・認定を行

う。（６月末まで） 

  ３）食品衛生法等の関係法令の制改定に伴う関連情報の収集及び提供 

関係省庁等から情報を収集し、会員、消費者等へ新しい情報を分り易く提供する。 

  ４）食品等関連団体の主催するセミナー等への参加 

食品等関連団体が実施する各種講習会等を通じて情報の収集を行い、会員等へ迅

速に提供する。 

  ５）食肉加工品の安全性に関する問合せへの対応 

会員、消費者等からの問合せに対し、正しい情報の提供に努める。 

 

２ 品質・製造技術の向上及び規格・表示に関する事業 

 １）食肉加工技術講習会の開催 

食肉及び食肉製品等に関する総合的な知識や食肉加工の基礎的な製造技術等の

修得を目的とした講習会を開催する。 

  ２）品質規格委員会の開催 

食肉製品等の品質、規格、衛生及び表示問題に関する各種検討と意見集約を目的

に、会員と有識者からなる委員会を開催する。 

  ３）食肉製品の規格と表示に関する研修会の開催 

    食肉製品の表示と食品表示基準、ＪＡＳ規格、食品衛生法及びハム・ソーセージ

類の表示に関する公正競争規約等との関係性の理解醸成を目的とした研修会を、食

肉科研及びハム・ソーセージ類公正取引協議会（以下「公取協」という。）と協力し

て開催する。 

４）食品等関連団体の主催するセミナー等への参加 

食品等関連団体が実施する各種講習会等への参加を通じて情報の収集を行う。 

  ５）品質等管理優良事例の表彰 

品質等の管理において優良と認められるＪＡＳ認証事業者を表彰する。 

  ６）消費者等からの品質・規格・表示等に関する問合せへの対応 

消費者等からの問合せに対し、正しい情報の提供に努める。 

  

３ 経営の改善等に関する事業 

１）ハム・ソーセージ・ベーコン製造技能検定の推進と実施への協力 

食肉加工業界の製造技術の向上を目指すため、日本ハム・ソーセージ工業協同組

合（以下「組合」という。）に協力して技能検定実技試験を実施する。 

２）コンプライアンス及びリスクマネジメントに関する事業 

組合及び食肉科研と協力して、関連情報の周知に努める。 

３）食肉加工業に関連する法令の改正等に伴う関連情報の収集及び提供 

関係省庁等から情報を収集し、会員への情報提供に努める。 

４）食肉加工関係功労者の表彰 

会員の従業員であって、重要な発明、業務成績の向上及び防災等で業績のあった



者又は永年勤続し他の範とするに足る者を表彰する。 

 

４ 普及啓発に関する事業 

組合、食肉科研及び公取協と協力し、ＪＡＳ製品を含むハム・ソーセージ等の食肉製

品の正しい知識の普及啓発とこれら食肉製品の消費拡大を図るために、次に掲げる事

業を行う。 

 １）業界紙等への広告 

食品関係誌等への記事広告を行う。 

 ２）食肉産業展等のイベントへの参加 

食肉産業展への出展を行う。 

 ３）加工情報誌の発刊等 

収集した食肉及び食肉加工品に関する情報を編集し、食肉加工情報誌として広く

関係者等への配布を行う。 

 

５ 協会の目的を達成するために必要な事業 

会員の意見を踏まえ、食肉加工品を巡る制度の改善に関する要望、業界に甚大な影響

を及ぼす案件に関しては、必要に応じ政府、関係機関に対し、提案・要請活動を行う。 

 



 


